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「外国証券の取引に関する規則」の一部改正について 

 

平成 27 年 11 月 17 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

Ⅰ.改正の趣旨 

 本協会では、平成 27 年７月 14 日付で「自主規制規則の見直しに関する検討計画に

ついて」を公表したところであるが、同検討計画に掲げる提案事項のうち、「外国投

資信託証券目論見書等の提出義務の見直し」については、「『外国証券の取引等に関す

るワーキング・グループ』（以下「ワーキング」という。）において検討する。」とさ

れたところである。 

 また、平成 26 年 12 月１日に施行された「投資信託及び投資法人に関する法律」等

の一部改正において、投資信託の運用報告書が運用報告書（全体版）及び交付運用報

告書に二段階化され、運用報告書（全体版）については電磁的方法による提供が前提

とされているところである。 

 これらに関し、ワーキングにおいて検討を行った結果、外国投資信託証券の目論見

書等の本協会への提出義務を廃止するとともに、外国投資信託証券の運用報告書（全

体版）の電磁的方法による提供時に、運用報告書（全体版）の送付義務を原則として

廃止することとする。 

 

Ⅱ.改正の骨子 

(1) 外国投資信託証券目論見書等の提出義務の見直し 

  代行協会員による、代行業務に係る外国投資信託証券に関する目論見書及び決

算報告書等の本協会への提出義務を廃止する。（第 21 条第１項及び第３項） 

(2) 外国投資信託証券の運用報告書（全体版）の電磁的方法による提供時における

送付義務の見直し 

  外国投資信託証券の運用報告書（全体版）の電磁的方法による提供時に、当該

外国投資信託証券の代行協会員から当該外国投資信託証券を顧客に販売した協

会員への運用報告書（全体版）の送付義務を廃止するとともに、当該協会員から

顧客への運用報告書（全体版）の送付義務を廃止する。ただし、運用報告書（全

体版）が電磁的方法により提供された場合であっても、顧客から請求があった場

合には当該運用報告書（全体版）を送付するものとする。（第 21 条第３項及び第

22 条第１項） 

(3) その他 

  規則の明確化や表現の統一の観点から、所要の改正を行う。（第 21 条第３項、

第 22 条第１項） 
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Ⅲ.施行の時期 

この改正は、平成 27 年 11 月 17 日から施行する。 

 

以  上 
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「外国証券の取引に関する規則」の一部改正について 

 

平成 27 年 11 月 17 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

  

（資料の送付等） （資料の送付等） 
第 21 条 代行協会員は、代行業務に係る

外国投資信託証券に関する目論見書を当

該外国投資信託証券を顧客又は他の協会

員（以下本条及び次条において「顧客」

という。）に販売しようとする協会員に

送付しなければならない。 

第 21 条 代行協会員は、代行業務に係る

外国投資信託証券に関する目論見書を本

協会に提出するとともに、当該外国投資

信託証券を顧客又は他の協会員（以下本

条及び次条において「顧客」という。）に

販売しようとする協会員に送付しなけれ

ばならない。 

２    （ 現行どおり ） ２    （ 省   略 ） 

３ 代行協会員は、代行業務に係る外国投

資信託証券に関する決算報告書（投信法

第 59 条の規定において準用する同法第

14 条に規定する運用報告書及び運用報告

書に記載すべき事項のうち重要なものを

記載した書面を含む。以下同じ。）その他

の書類を、当該外国投資信託証券を顧客

に販売した協会員に送付しなければなら

ない。ただし、運用報告書については、

第 32 条第１項に規定する方法により当該

運用報告書が顧客に提供された場合にあ

っては、当該運用報告書について請求が

あった場合に当該協会員に対し送付する

ものとする。 

３ 代行協会員は、当該外国投資信託証券

に係る決算報告書（投信法第 59 条の規定

において準用する同法第 14 条に規定する

運用報告書を含む。以下同じ。）その他の

書類を本協会に提出するとともに、当該

外国投資信託証券を顧客に販売した協会

員に当該書類を送付しなければならな

い。 

４    （ 現行どおり ） ４    （ 省   略 ） 

  

（資料の公開） （資料の公開） 

第 22 条 外国投資信託証券を顧客に販売

した協会員は、前条第３項に規定する決

算報告書その他の書類（以下「決算報告

書等」という。）を顧客に送付しなけれ

ばならない。ただし、外国投資信託証券

の発行者が決算報告書等を顧客に送付し

た場合又は当該外国投資信託証券の代行

協会員若しくは当該外国投資信託証券を

顧客に販売した他の協会員が運用報告書

を第 32 条第１項に規定する方法により

顧客に提供した場合は、この限りでな

い。 

第 22 条 協会員は、前条第３項に規定す

る決算報告書その他の書類（以下「決算

報告書等」という。）を顧客に送付しな

ければならない。ただし、外国投資信託

証券の発行者が決算報告書等を顧客に送

付した場合は、この限りでない。 

２・３    （ 現行どおり ） ２・３    （ 省   略 ） 

  

       付   則  
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新 旧 

  

 

この改正は、平成 27 年 11 月 17 日から

施行する。 
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